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１．令和６年能登半島地震に対する港湾の対応

①港湾の被害状況
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避難港

重要港湾

国際拠点港湾

管理の一部を国により
実施している港湾

地方港湾

地盤変動＋105cm

地盤変動＋131cm
地盤変動＋90cm

地盤変動＋25cm

地盤変動＋1cm

地盤変動＋3cm

地盤変動－13cm

津波浸水区域(推定)

※津波浸水区域・地盤変動量は国土地理院情報を基に港湾局において作成

令和６年能登半島地震の概況

福浦港

宇出津港

穴水港

伏木富山港

滝港

飯田港

小木港

半ノ浦港

和倉港

七尾港

輪島港

魚津港

姫川港

震央震央
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地盤変動＋101cm

地盤変動－1cm

地盤変動－3cm

発生日時：令和６年１月１日１６時１０分
マグニチュード：７．６
震源の深さ：約１５ｋｍ
最大震度：７（石川県輪島市、志賀町）



重要港湾

地方港湾（避難港を含む）

国際拠点港湾
被害あり:赤着色、被害なし:黒着色

七尾港（管理者:石川県）

ふ頭用地の液状化

伏木富山港（管理者:富山県）

臨港道路の亀裂

穴水港（管理者:石川県）

岸壁の破壊

福井港（管理者:福井県）

臨港道路の噴砂

輪島港（管理者:石川県）

約２ｍ

岸壁背後の沈下

約１ｍ

小木港（管理者:石川県）

岸壁背後の沈下

直江津港（管理者:新潟県）

ふ頭用地の亀裂防波堤の沈下

半ノ浦港（管理者:七尾市）

金沢港（管理者:石川県）

ふ頭用地の沈下

飯田港（管理者:石川県）

岸壁の変位

宇出津港（管理者:石川県）

約30cm

岸壁背後の沈下

震央

被害状況（地震動によると思われるもの）
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被害状況（津波によると思われるもの） 【飯田港】

津波浸水域
※北國新聞より

押し寄せる津波（上戸町北方）※

漁船等の転覆

防波堤の損傷
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漁船等の散乱

※日経XTECHより

泊地埋塞

漁具等の沈降物

沈船

被災した防波堤のケーソン

防波堤ブロックの散逸

津波等による水域の被災状況



被害状況（地盤の隆起によると思われるもの） 【輪島港】

輪島港漁船だまり 等深線図

測量年月日：令和6年1月19・20日

座礁している漁船

約1m程度の隆起が発生
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泊地（水深３～４ｍ）

水深３ｍ以下



耐震強化岸壁の被災状況（七尾港、金沢港）

■今般の地震において特に被害の大きかった石川県における耐震強化岸壁は、七尾港（矢田新さん橋）および金沢港（無量寺岸壁）の２港

にのみ整備がなされている。

七尾港
（矢田新さん橋（第一西）、水深7.5m、延長220m）

金沢港
（無量寺岸壁、水深10m、延長260m）

○被災状況

・桟橋部に２０～３０ｃｍ程度の

変位が発生。

・一部の渡版が破損。

○利用条件

・桟橋本体は接岸・係留は可能

だが、慎重に接岸する、陸側

から海側への強風等による牽

引力に注意することが必要。

・桟橋部・渡版（岸壁法線から

約１１ｍ）には車両等の重量

物の積載不可。

○利用状況

・上記の利用条件は桟橋の変

位に起因するものであったこ

とから、応急復旧による利用

条件解消は困難と判断。

・このため、緊急物資の荷下ろ

し等の際は、車両を渡版より

陸側に着け、船舶との間（約１

１ｍ）は人力にて運搬等の対

応を行った。

○被災状況

・岸壁に変位等の損傷なし。

○利用状況

・支援船舶の補給等のために利用。

桟橋部 約9.5m 渡版 約1.5m
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標準断面図

被災状況

支援船の利用状況

地震後の状況

支援船の利用状況



各港における発災後の対応状況 （支援物資輸送に使われた港）
凡例 利用可否判断 支援船入港 応急復旧
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１．令和６年能登半島地震に対する港湾の対応

②港湾法第５５条の３の３に基づく一部管理の状況
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 能登地域の港湾では、港湾全体に被害が及んでおり、石川県からの要請に基づき、七尾港、輪島港、飯田港、小木港、宇出
津港、穴水港の計６港について、港湾施設の一部管理を国土交通省が実施（１月２日～）。

避難港

重要港湾

管理の一部を国により
実施している港湾

地方港湾

半ノ浦港

和倉港

滝港

福浦港

小木港

飯田港

宇出津港

穴水港

輪島港

七尾港

港湾法第５５条の３の３に基づく一部管理の概要

支援船等運航者国

11

港湾施設の点検・応急復旧

港湾施設の利用可否判断

船舶の入港・係留可否判断

公表
支援船等の運航判断

仮利用申請

バース調整

他の支援船等利用申請
工事
予定

利用可の連絡
入港・支援活動の実施

出港
活動の報告

入港実績の公表

支援船等の運航判断の際に
参考情報として活用

支援船等の利用調整

支援船等の岸壁の利用調整の概要

• 船舶運航者からの連絡に備え、１月２日以降、休日含め毎日の対応が可能な体制を構築（港湾局職
員延べ１２４人・日が従事）

• 船舶運航者１１者による延べ１４２隻の船舶の利用を調整
• 国土交通省HPにおいて、施設の利用可否情報、入港実績、 Microsoft Formsによる仮申請フォーム
の案内、気象庁による波浪予測（リンク）、海上保安庁による航行警報（リンク）等被災港湾への入港
に関する情報を一元化したページを作成

• 各船舶の船長、喫水、総トン数、各岸壁の延長、水深、被害の程度等を考慮し、入港可否を判断。同
じ時間帯の同じ岸壁に入港希望が重複した場合、二隻付けの可否を検討し、不可能であれば、他の
岸壁への変更（バースシフト）や入港の時間帯の変更などを要請

• 一方、利用可能バース数の少なさや岸壁背後ヤードの利用制限等で、利用希望があったにも関わら
ず、結果的に利用に至らなかった船舶運航者も複数いた

国による一部管理として、
・施設の点検・利用可否判断
・被災施設の応急復旧

・支援船舶等の岸壁の利用調整※

※３月１日まで

などを実施。
（入港手続き等の管理事務は、引き
続き本来の港湾管理者である石川
県が実施）



支援船等の利用調整の状況

バースウインドウ（１月11日10時30分時点）

バースウインドウ（１月11日21時00分時点）

東駿丸
12日8:30に矢田新（第二東）に係留したい

ナッチャンWorld
11日から当面矢田新（第一西）に係留したい

巡視船みうら
12日8:00に矢田新（第一西）に係留したい

利用希望バースが重複

制約条件
• 矢田新（第二東）バースは地震による利
用制限で、ナッチャンWorldは係留不可

• 海保の給水支援を中断させない
• １３日から大田３号に「はくおう」が係留

巡視船みうら
矢田新（第二東）に変更し係留

東駿丸
大田３号に変更し係留

ナッチャンWorldは矢田新（第一西）に係留

港湾利用申請が輻輳
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輪島港

飯田港

七尾港

輪島港

飯田港

七尾港



１．令和６年能登半島地震に対する港湾の対応

③点検・利用可否判断
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地震後の施設の点検・利用可否判断

現地派遣の
研究所職員

国総研・港空研 本省港湾局

北陸地方整備局

七尾港大田地区 金沢港南地区穴水港大町地区

利用可否を判断し
Webページで公表

現地調査で
技術的に助言

技術的検証を
加えて報告

被害状況に関する
技術的見解を速報

 石川県からの要請を受けて、能登半島の６港湾の港湾施設の一部を国が管理。
 地震発生の翌日より、地整・国総研・港空研職員がTEC-FORCEとして現地入りし、施設の点検
や利用可否判断に必要となる情報収集等を実施。

 現地の研究所職員の見解も踏まえた被害調査報告に基づき、係留施設の利用可否判断を実施。
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利用可否判断のフロー



利用可否判断の事例①

【例１】 簡易な計測と過去の設計計算で即日判定した事例
七尾港 矢田新さん橋（第一西）（耐震強化岸壁） （設計水深 -7.5m）

設計時の解析結果※を備えてあったため、これを参照
することで、利用可否判断にかかる時間を短縮できた。
※L2地震を作用させる動的解析を実施し、桟橋上部工の変位
量と桟橋杭の照査結果を整理したもの。

経過時間

地震発生
1/1 16:10

給水支援船接岸
1/3 18:00頃

24時間

津波注意報の解除
1/2 10:00

48時間

現地調査
1/3 11:00頃

1/3 12:30頃
利用可否の議論・判断
条件付で利用可

調査団移動

関係者への情報提供等

0時間

←法線は被害少なく見える

桟橋背後は被害あり↓
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標準断面図



利用可否判断の事例②

【例２】 追加の測量・解析で改めて判断した事例
金沢港 御供田１号岸壁（矢板式 設計水深-10.5m）

1/4撮影 1/17撮影

・施設に設計入力地震動以上の地震動を作用させた動的解析
・施設の残留変位量を正確に把握するシステムの導入
・残留変位量を踏まえた施設の残存耐力に関する検討
などを事前に実施していれば、
より迅速に利用可と判断できた可能性がある。

16

地震発生
1/1

条件付で利用可
と判断
1/26

現地調査→利用不可
（鋼材の変位量が不明確で
あるため）

1/4
再検討開始

1/14頃

測量、
潜水調査

部材の静的解析

経過時間

セメント船の受入れ
ニーズの高まり

現地再調査

1週間 3週間0週間 2週間

施設の変位量を踏まえた解析を実施

鋼構造物の正確な変位量を把握

施設の動的解析

1/20頃~



１．令和６年能登半島地震に対する港湾の対応

④施設の復旧
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応急復旧の状況（輪島港）

応急復旧の実施状況（1/5）

応急復旧実施箇所

マリンタウン岸壁（水深７．５ｍ）は、岸壁本体（重力式）の被

害は軽微だったものの、岸壁背後に最大約２ｍの沈下が生じた。

また、地盤隆起等により水深が１～２ｍ程度浅くなっている。

岸壁本体の被災状況 岸壁背後の被災状況

【時系列】

１月２日 現地点検開始

→岸壁の利用可否判断の開始

同日 応急復旧の実施決定

４日 利用可否判断終了

→条件付き利用可能
（車両の岸壁進入不可、地盤隆起等により1～2m程度浅くなっている）

同日 支援船（第１船）入港

同日 応急復旧現地着手

５日 応急復旧概成

→車両による岸壁までのアクセスが可能に

14日 海上保安庁による測量実施

29日～ 岸壁前面の土砂除去作業

応急復旧に必要な資機材を現地で調達※

することにより、早期の復旧が可能となった。
※砕石：岸壁背後の駐車場の路盤材を流用
重機：発災前より輪島市内にあった重機を活用

18
土砂除去作業の実施状況（1/29）



応急復旧の状況（飯田港）

水深４．５ｍ岸壁は、岸壁本体は供用可能な程度の被害であったもの

の、岸壁背後に沈下が生じた。

また沈降物等により、岸壁前面の水深が最大１ｍ程度浅くなっている。

水深４．５ｍ岸壁の被災状況

応急復旧の実施状況（1/9）

【時系列】

１月３日 現地点検開始

→岸壁の利用可否判断の開始

４日 利用可否判断終了

→条件付き利用可能（港内の漂流物・沈降物に注意）

５日 支援船（第１船）入港

同日 応急復旧の実施決定

同日 海上保安庁による測量実施（岸壁前面が最大1m程度浅くなっている状況）

８日 応急復旧現地着手

９日 応急復旧概成

→車両による岸壁までのアクセスが可能に

18～19日 岸壁前面の石材撤去作業

19
石材撤去作業の実施状況（1/19）

資材（砕石）については、現地調達。

機材（バックホウ）については、金沢市
方面より陸送にて調達。

被災前後の断面図（-4.5m岸壁）

被災前

被災後（推定）

土砂等
の堆積



航路測深・啓開について
凡例 航行警報等 測量作業 啓開作業

七
尾
港

輪
島
港

飯
田
港

航
行
警
報

（
水
深
減
少
・
水
中
障
害
物）

1/4

海
保
測
量
船
に
よ
る
測
量

1/5

能
登
半
島
沿
岸
全
域
に
航
行
警
報
発
令

1/4

海
保
測
量
船
に
よ
る
測
量

1/14
航
行
警
報

（
水
深
減
少
・
水
中
障
害
物）

1/15

航
行
警
報

（
水
深
減
少）

2/7
航
行
警
報

（
水
中
障
害
物）

1/6

1/29
～
2/4

岸
壁
前
面
の
土
砂
除
去
作
業

1/18
～

1/19

岸
壁
前
面
の
石
材
撤
去
作
業

沈
船
の
撤
去

港
湾
業
務
艇
に
よ
る
測
量

2/4
～
2/9

災
害
協
力
団
体
に
よ
る
測
量

2/14

災
害
協
力
団
体
に
よ
る
測
量

2/17

海
上
安
全
情
報（
県
・
地
整
・
海
保
）

水
深
確
保
等
の
確
認

2/22

航
行
警
報

（
水
深
減
少）

2/7

港湾業務艇による測量

飯田港の沈船撤去

20

全
地
域
に
お
い
て
津
波
注
意
報
解
除

1/2
10時

地

震

発

生

１
月
１
日

16

時

10

分

港
湾
業
務
艇
に
よ
る
測
量

1/18
～

1/21

港
湾
業
務
艇
に
よ
る
測
量

1/27
～

1/28

災
害
協
力
団
体
に
よ
る

測
量

1/17
～

1/18

港
湾
業
務
艇
に
よ
る
測
量

1/11
・

1/14
災
害
協
力
団
体
に
よ
る
測
量

1/22 2/7
～
2/9

岸
壁
前
面
の
石
材
撤
去
作
業

近くに使用できる作業船が
少なく、作業船の調達に苦
慮した。



本格復旧について

福浦港

宇出津港穴水港

伏木富山港

滝港

飯田港

小木港

半ノ浦港

魚津港

和倉港

避難港

重要港湾

管理の一部を代行
している港湾

地方港湾

国際拠点港湾

七尾港

輪島港

 直江津港、伏木富山港、金沢港、七尾港においては、今回の地震により被災した国有の岸壁等の本格復旧を実施する。

 また、石川県、富山県、七尾市からの要請により、七尾港、輪島港、飯田港、小木港、宇出津港、穴水港、伏木富山港、和倉港の計８港２海岸に
ついて、大規模災害復興法に基づく代行復旧により、「海上支援物資輸送拠点」「生業再開支援拠点」「建設資材供給拠点」「再度災害防止」の各
方針に沿って、本格的な復旧作業を迅速に進める（２月１日決定）。

輪島港 （最大水深7.5m、延長220m）

本格復旧方針

・海上支援物資輸送拠点
・生業再開支援拠点
・再度災害防止
→水深7.5mを確保して岸壁を復旧 （マリンタウン岸壁）

代行復旧

金沢港

姫川港

直江津港

穴水港 （最大水深4.0m、延長187m）

宇出津港 （最大水深4.0m、延長205m）

本格復旧方針

・建設資材供給拠点
→水深4.0mの２岸壁を復旧

本格復旧方針

・建設資材供給拠点
→水深4.0mの２岸壁を復旧

石川県管理

石川県管理

和倉港・和倉港海岸 （最大水深3.0m、延長60m）

本格復旧方針

・生業再開支援拠点
→海岸保全施設等を復旧

七尾市管理

伏木富山港 （最大水深14.0m、延長280m）

・生業再開支援拠点
→国有の岸壁・臨港道路を復旧
→主要な県有の施設を復旧

富山県管理

本格復旧方針

代行復旧

代行復旧

代行復旧

代行復旧

石川県管理

小木港 （最大水深5.0m、延長160m）

本格復旧方針

石川県管理

代行復旧・建設資材供給拠点
→水深5.0m、4.5mの岸壁を復旧

七尾港 （最大水深11.0m、延長260m）

飯田港・飯田港海岸 （最大水深5.5m、延長100m）

本格復旧方針

本格復旧方針

・海上支援物資輸送拠点
・再度災害防止
→国有の水深11m、10m、9mの岸壁を復旧
→県有の水深7.5m、5.5m×２の岸壁を復旧

石川県管理

石川県管理

・海上支援物資輸送拠点
・生業再開支援拠点
・再度災害防止
→水深5.5m、4.5m、4.0mの岸壁を復旧
→防波堤・海岸保全施設等を復旧

代行復旧

直江津港（最大水深13.0m、延長270m）

本格復旧方針

→国有の岸壁を復旧

新潟県管理

金沢港 （最大水深12.0m、延長400m）

本格復旧方針

→国有の岸壁を復旧

石川県管理

代行復旧
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１．令和６年能登半島地震に対する港湾の対応

⑤港湾を活用した支援活動

22



：「海翔丸」担務区域

北九州港

七尾港

総トン数 ： ４，６５１トン
全 長 ： １０３．００ｍ
全 幅 ： １７．４０ｍ
基 地 港 ： 北九州港（九州地方整備局所属）

■「海翔丸」の諸元

１月５日（金）１３時すぎ 七尾港入港
・飲料水（ペットボトル）、食料、衛生用品等の
支援物資を輸送
・物資を七尾港にて荷下ろし後、輪島市へ陸送

港湾を活用した支援活動（九州地整所属の作業船「海翔丸」による支援物資輸送）

■支援物資輸送の概要

23

桟橋部・渡版部（約１１ｍ）は人力
にて車両まで支援物資を荷下ろし



港湾を活用した支援活動（海上保安庁の巡視船による給水支援）

○発災により七尾市、輪島市をはじめとした能登半島地域の広範囲に
おいて断水が発生

○１月３日から七尾港で、１月４日から輪島港で、海上保安庁の巡視
船が給水支援活動を開始

○以降、３月１日まで毎日、延べ97隻の船舶により、約8千トン※の給
水支援を実施
※七尾港：7,862トン、輪島港：26.5トン

○背後ヤードは、給水車への給水やその待機のための駐車場として
活用

七尾港（主要部）

矢
田
新
さ
ん
橋（
第
一
西
）

矢
田
新
岸
壁
（
第
二
東
）

巡視船のと による給水支援
（海上保安庁）（矢田新さん橋（第一西））

巡視船みうら による給水支援
（海上保安庁）（矢田新岸壁（第二東））

24

矢田新岸壁（第二東） 模式図

矢田新さん橋（第一西）
模式図

地震による損傷で、岸壁背後ヤード
に重量物を載せられず、船舶から
給水車までのホース延長が長くなる。

地震による損傷で、桟橋部・渡
版部（約１１ｍ）は重量物を載
せられないため、給水用の
ホース延長が長くなる。

岸壁背後に建屋が近
接しており、給水車が
船舶に近づきにくい。



「はくおう」及び「ナッチャンWorld」による被災地支援

25

○防衛省が、ＰＦＩ方式により契約している民間船舶である「はくおう」及び「ナッチャンWorld」を七尾港に派遣

ナッチャン Worldはくおう区 分

外 観

２００８年１９９６年竣 工

約１０，５００ｔ約１７，４００ｔ総トン数

約１１３ｍ約１９９ｍ全 長

約３０ｍ約２５ｍ全 幅

３０ノット
（約５５ｋｍ／ｈ）

２９．４ノット
（約５４ｋｍ／ｈ）

最大速度

旅客：５０８名
車両：普通自動車１１０台＋大型車５０台

旅客：５０７名
車両：大型車約２００台

最大積載量

水深：６ｍ以上、バース長：１３０ｍ以上水深：９ｍ以上、バース長：２２０ｍ以上着岸条件

北海道函館市（函館港）兵庫県相生市（相生港）係留地



車両動線

徒歩

港湾を活用した支援活動（はくおう）

七尾港（主要部）

大田３号岸壁

○「はくおう」は、被災された方の休養施設として活用され、３月２４日時点で延べ約２，６００人が利用している。

26

はくおう利用者の動線図
・液状化による被害が大きく
利用できないエリア

敷鉄板による養生の作業状況

はくおう

未利用地
（立入禁止）

はくおうのタラップを降ろした様子

案内看板

案内看板

案内看板

案内看板

はくおうへの乗船の様子（産経新聞より）



港湾を活用した支援活動（ナッチャンWorld）

七尾港（主要部）

矢
田
新
さ
ん
橋（
第
一
西
）

大田３号岸壁

○「ナッチャンWorld」は、被災市町に派遣されている国及び
自治体職員等の災害対策拠点として、活用されている。

27

カラーコーンによるクラック明示
駐車場（青点線内）
・駐車場誘導員２名
（駐車案内・船までの
案内）

バリケードによる侵
入制限

投光器（堺泉北港基幹的広域
防災拠点の備蓄品）配置 4台

入口誘導員（燃料給油
作業も含む） 1名

案内看板

車両導線

案内看板

徒歩

ナッチャンWorld利用者の動線図

・岸壁は健全であったが、背後に損傷
があったため、利用に制約があった。

ナッチャンWorld

ナッチャン
World



港湾を活用した支援活動（民間の船舶による緊急物資輸送）

フェリー粟国（日本財団）
（１月10日）＠輪島港

豊島丸
（ピースウインズジャパン）
（１月５日）＠飯田港

○フェリー粟国は１月10日から２月７日まで金沢～輪島～飯田～伏木富山を、豊島丸は１月５日から１月18日まで飯田～七尾～
伏木富山を、それぞれ往来し、緊急物資を輸送

○輸送物資は、飲料水、食料、おむつ、簡易シャワー、ユニック車、発動発電機、燃料等多岐にわたる
○第十二神徳丸は、１月31日以降飯田～魚津（富山県）を往復し、仮設住宅の資材を継続的に輸送

28

輪島港

飯田港

伏木富山港

金沢港

七尾港

フェリー粟国

豊島丸

第十二神徳丸（田中建材）
（１月31日）＠飯田港

魚津港
総トン満載喫

水
船長

4923.6m58mフェリー
粟国

2403.1m40m豊島丸

6085.1m46.46
m

第十二
神徳丸

各船舶の要目

第十二神徳丸



支援側港湾での支援活動

○地震による被害が比較的小さかった金沢港や伏木富山港は、被災港湾への物資輸送の積み込み基地や、支援船への給油・
給水基地として、多くの支援船舶が利用
○船舶に積み込む物資の荷捌きや仮置きのため、広いスペースが必要とされたとともに、保管スペースとして上屋も活用
○こういった支援側港湾では、国による一部管理を実施しなかったが、一般船舶と支援船舶、支援船舶同士の輻輳が一部で発生

フェリー粟国と護衛艦2隻係留
（１月10日）＠金沢港

フェリー粟国
（１月26日）＠伏木富山港

金沢港クルーズターミナル前
緊急物資の仮置きスペース

29

伏木富山港

金沢港

金沢港クルーズターミナルに付
属する倉庫における緊急物資
の仮置きスペース



港湾を活用した支援活動（災害協力団体による復旧資材輸送等）

○北陸地整と災害協定を締結している災害協力団体が、港湾の復旧に用いる砕石、敷鉄板、バックホウ等を輸送するとともに、
起重機船により航路啓開等を実施

輪島港

飯田港

伏木富山港

金沢港

七尾港

新世丸

第十八松前丸

第七番神

第十八松前丸
（日本埋立浚渫協会）
（１月18日）＠輪島港

第七番神（日本埋立浚渫協会）
（１月18日）＠飯田港
（沈船の揚収）

新世丸（日本埋立浚渫協会）
（１月14日）＠輪島港

まつさき

総トン満載喫
水

船長

6974.5m60.98
m

新世丸

4994m67.54
m

第十八
松前丸

9231.96m50m第七番
神

各船舶の要目

新潟港
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港湾間の支援船の動き

新潟魚津伏木
富山

金沢七尾飯田輪島

００３５００輪島

０１４
(１４)

５０３０飯田

１０６４０４０七尾

１３７金沢

６０１２
(１)

伏木
富山

０１４
(１４)

０魚津

１００新潟

発
着

新潟

魚津伏木富山

七尾

飯田
輪島

金沢
31

※（ ）は応急復旧等の資材運搬

○支援物資輸送や給水支援のための船舶は、輪島港、飯田港、七尾港の被災地側港湾で支援活動を行うため、主に金沢港、
伏木富山港において物資や燃料の補給等を実施。

凡例

：支援物資輸送等の被災地支援船舶

：復旧資材輸送の船舶
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⑥関係者ヒアリング

32



◆ヒアリング対象者

• 支援船運航者

– NPO法人 ピースウィンズ・ジャパン（豊島丸）

– （公財）日本財団、和幸船舶（株）（フェリー粟国）

– コーウン・マリン（株）（東駿丸）

– （独）国立高等専門学校機構富山高等専門学校（若潮丸）

• 災害協力団体

– 日本埋立浚渫協会北陸支部

◆ヒアリング項目

●国による港湾施設の一部管理（港湾法第５５条の３の３）について

・良かった点

・今後の課題

・国の一部管理の対象外の港湾に関して

●災害対応の際の港湾施設面の課題

・岸壁のスペックについて

・岸壁背後ヤード（荷さばき地、野積場、緑地）について

・応急復旧用資機材について

・民間施設の活用について
33

ヒアリング対象者、ヒアリング項目

• 政府機関

– 海事局、海上保安庁

– 防衛省、海上自衛隊

• 港湾管理者

– 石川県、富山県

• 港湾運送事業者

– 七尾海陸運送（株）



ヒアリング概要（国による港湾施設の一部管理について）

34

主なヒアリング回答項目

• 港湾局が公表する利用可否情報や入港実績は非常に助かった。（支援船運航者）
• 国による一部管理については、大変助かっている。（防衛省）
• 国交省に連絡すればワンストップで他の支援船との調整も全てやってくれたので助かった。
（支援船運航者）

• 港湾局における対象港湾の出入港船管理について、担当部署の当直制により、切れ目のない
対応が輸送の円滑化に繋がった。（支援船運航者）

• 広範囲に被害があったことから、速やかに国による管理代行やリエゾンによるサポートが受け
られ、非常に助かった。（港湾管理者）

良かった点

• 他の船舶の予定についても情報共有してくれるとありがたい。（海上自衛隊）
• 被災港湾での離着岸を経験した船舶が、入港や係留の状況を写真や文書等で広く情報共有
する仕組みがあると良い。 （支援船運航者）

• 条例や港則法上、届出を海上保安庁と石川県に出す必要があった。（支援船運航者）

• 支援物資輸送に係る行政窓口の一元化について、発災後早急に行う必要がある。（支援船運
航者）

• 港湾の被害状況に応じた対応可能船舶のリストアップに加え、綱取りや荷役といった積み地・
揚げ地における一貫した体制の整備が必要。（海事局）

今後の課題

• 金沢港を利用する際、競合している船舶同士で話し合ってバースを調整する必要があり、入港
するまでの調整に３０時間程度を要した。（支援船運航者）

• 伏木富山港には、１月５日～３月１日までにのべ97隻の災害支援船の利用実績があった。（港
湾管理者）

• あらかじめ国による港湾施設の一部管理の制度利用に至る基準の公表や協定書等の締結が
あるとよい。（港湾管理者）

• 支援船の入港に当たって、支援船の運航者が政府機関や民間企業等多岐にわたり、マスコミ
等の問い合わせも多いため、国で一元的に対応頂けるとありがたい。（港湾管理者）

国の一部管理の
対象外の港湾に
関して



ヒアリング概要（災害対応の際の港湾施設面の課題）
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主なヒアリング回答項目

• 499総トン級のRORO船が入れれば重機や物資等を一度に多く運べる。次に1000総トン級になる
と巡視船や水産高校の練習船、さらに3000総トン級になるとホテルシップや医療支援船となり災害
支援の拠点ともなりえる。これらのどの船に来てほしいかによって岸壁のスペックを想定できる。
（支援船運航者）

• 防舷材については、災害輸送受け入れを想定した岸壁では防衝工仕様が望ましい。また、リスク
の高い地域に存する港湾においては、空気式防舷材を保管するとともに、設置訓練等を行うこと
が望ましい。（支援船運航者）

• 燃料補給に関しては、給油作業が許可されている岸壁であることと、タンクローリーが進入可能な
広さが確保されていることが必要。給水支援は、最低限、真水給水設備が必要。（海上自衛隊）

• 被災地と補給港で100mile程度であれば１日サイクルで支援できるので望ましい。（支援船運航
者）

岸壁のスペック
について

• 岸壁背後には隙間や段差があったため、敷鉄板による養生が必要であったが、本船では敷鉄板、
フォークリフト、クレーンを積んでいたので、自前で敷鉄板を敷いてうまく調整できた。（支援船運航
者）

• 岸壁が健全でも、背後ヤードが損傷すると利用が困難となるため、液状化対策は有効である。（港
湾管理者）

• 巡視船で給水支援等を行う場合、駐車スペースや来訪者の安全確保のため、岸壁背後に広い用
地があることが望ましい。（海上保安庁）

岸壁背後ヤー
ド（荷さばき地、
野積場、緑地）
について

• 敷鉄板や発電機等は港湾の近くに保管しておいて、緊急時はすぐに利用できることが望ましい。
（支援船運航者）

• 港湾内の駐車場の路盤材を、応急復旧材料として転用した。（災害協定団体）

応急復旧用資
機材について

• テント倉庫の半分くらいを災害対応のため市に貸した。港付近の倉庫は全国的に取り合いになって
いて、予備を国が持っていないと、災害時に使えない恐れがある。（港湾運送事業者）

• 災害対応時に民間の施設を使えるように事前に協定があった方が災害対応が円滑に進むと思わ
れる。（港湾管理者）

民間施設の活
用について



１．令和６年能登半島地震に対する港湾の対応

⑦その他
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能登地域港湾における港湾BCP

37

○今回の地震において特に被害の大きかった能登地域港湾に

の中で港湾BCPが策定されていたのは、重要港湾である七

尾港（七尾港災害時連携協議会）のみ。

○港湾BCPにおいて、復旧の優先順位、行動計画、情報連絡

体系等が規定されている。

○今回の地震では、七尾港BCPに基づいた行動（①関係者の

参集、協議会の開催、②被害状況の確認、③応急復旧方針

の決定（優先順位、復旧手順等））をとることは困難で

あったため、平時より、関係者間の意識共有を図っておく

ことが重要であることが再確認された。

○また、今後、今回の経験を踏まえ検証を行い、BCP計画を

改善していく必要がある。

七尾港災害時連携方策書（七尾港の港湾BCP）

災害時連携における全体像

○北陸地域における港湾※を対象とした広域港湾BCP「北陸

地域港湾の事業継続計画」が策定されている。
※金沢港、七尾港等の重要港湾以上のみ

○広域港湾BCPにおいて、支援港と被災港の連携・役割分担

という観点から、①復旧資機材等の支援体制、②緊急物資

輸送体制、③一般貨物の代替輸送体制の３つの体制を対象

として、対応計画が作られている。

○今回の地震では、特に①・②において、訓練実施による関

係者の共通認識の醸成等により、迅速な応急復旧等の実施

や円滑な関係者間の調整に寄与した。

○一方で広域港湾BCPでは対象港湾である重要港湾以上の被

災のみを想定しており、地方港湾を想定した具体の記載は

なかった。

支援港と被災港の考え方

北陸地域港湾の事業継続計画（北陸地域の広域港湾BCP）



能登半島地震におけるリモートセンシング技術の活用
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○発災翌日（1/2）以降、金沢港、七尾港等において、ドローンによる港湾施

設の被災状況調査を実施している。

○今回の地震では発災翌朝には津波注意報が解除され、翌日の天候も良かった

ことから、ヘリや現地へ赴いての施設点検も可能であったが、津波警報が長

時間継続する場合や、陸域から直接アクセスできない沖合の防波堤等におい

ては、離れた位置から点検が可能なドローンの活躍が特に期待される。

ドローンを活用した被災状況調査

輪島港の被災状況調査（1/5）

人工衛星を活用した被災状況調査

七尾港の被災状況調査（1/3）金沢港の被災状況調査（1/2）

○港湾局では、昨年１月に人工衛星を用いた災害に

関する情報提供協定をJAXAと締結している。

○能登半島地震においては、JAXAとの協定に基づき

SAR衛星による緊急観測を依頼し、発災当日の深夜

（1/1 23時過ぎ）に撮像、翌1/2の早朝にデータを

JAXAより受領し、被災状況調査を実施。

○SAR衛星は撮像可能なタイミングが天候や時間帯

に左右されないため、今回のような日没直前に発

災した災害の初動対応における活躍が期待される。

港湾局とJAXAの協定締結時のプレスリリース



津波被害に関する実態解明の取組

■ 地震発生直後より、国総研・港空研において、津波被害に関する現地調査や数値解析等を実施。
■ 輪島港の施工監視カメラ（みなとカメラ）によって撮影された、津波襲来時の映像等を活用した分析も実施中。
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飯田港 津波被害の調査と被害原因の分析

防波堤を越流した水塊のシミュレーション

津波伝播のシミュレーション

能登半島 襲来する津波の再現

ドローンを用いた被害調査

北陸地方整備局より映像公開

輪島港 「みなとカメラ」の映像を活用した分析

映像から津波高さを分析水平方向流速 [m/s]

静水面から
の高さ [m]

消失した港内の防波堤

港外側の防波堤

水塊の進行

パラペットの倒壊

防波堤の消失
ケーソンの倒壊



２．港湾におけるこれまでの防災・減災施策
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交通政策審議会答申（令和５年７月）

気候変動等を考慮した臨海部の強靱化のあり方（目次）

Ⅰ．臨海部を取り巻く状況

１．近年の台風・地震等による被災状況

２．臨海部の強靱化に係るこれまでの取組と効果

(1)防護施設による被害軽減

(2)海からの被災地支援

３．今後さらに高まる災害等リスク

４．臨海部の強靱化に当たってその他考慮すべき事項

(1)脱炭素化の取組等に伴う臨海部の土地利用の変化等

(2)多様な関係者の共存

(3)多様な関係者の連携

(4)港湾物流の広域性

(5)インフラの整備・維持管理の状況

(6)DXの進展

Ⅱ．臨海部で想定される災害等のシナリオと課題

１．南海トラフ地震発生シナリオ

２．首都直下地震発生シナリオ

３．日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震発生シナリオ

４．大規模台風来襲シナリオ

５．その他災害等に起因する事象のシナリオ

Ⅲ．港湾・臨海部の強靱化の推進に係る施策

１．災害等に強い海上交通ネットワークの構築

(1)災害時等における海上交通ネットワーク確保のための事前対策

①耐震強化岸壁整備等の加速化

②気候変動適応等

(2)被災後の早期啓開・早期復旧

(3)残されたリソースの最大限の活用

２．物流・産業・生活機能が集積し、面的に広がる港湾・臨海部の強靱化

（面的強靱化）

(1)災害等に対する脆弱性の評価（リスクの見える化）

(2)官民連携した防災・減災対策の実施

(3)港湾・臨海部を護る事前対策

①海岸保全施設整備等の加速化

②官民が連携した効果的・効率的整備

３．実現のための枠組み

(1)気候変動適応等を関係者が協働して進めるための枠組み

(2)港湾防災情報のデジタル化・高度化（港湾防災DX（仮称））

(3)継続的な取組の強化

令和６年能登半島地震を受け、改めての検
討が特に必要と考えられる箇所
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交通政策審議会答申（令和５年７月）

気候変動等を考慮した臨海部の強靱化のあり方（概要）
Ⅰ．臨海部を取り巻く状況

○近年、台風により既往最大級の波高、潮位等が発生
○港湾施設に影響を与えうる大きな地震も頻発
○その中でも、これまでの取組により被害の軽減効果が発現

Ⅱ．臨海部で想定される災害等のシナリオと課題

想定災害等シナリオ
1. 南海トラフ地震
2. 首都直下地震
3. 日本海溝・千島海
溝周辺海溝型地震

4. 大規模台風
5. その他災害等に起
因する事象

Ⅲ．港湾・臨海部の強靱化の推進に係る施策

1. 災害等に強い海上交通ネットワークの構築
(1)災害時等における海上交通ネットワーク確保のための事前対策
①耐震強化岸壁整備等の加速化
②気候変動適応等
・埠頭用地の嵩上げ、防波堤の補強・嵩上げ
・暴風・高潮等予報に基づくコンテナ固縛等、公共や民間企業の事業継続体制構築

(2)被災後の早期啓開・早期復旧
• リモートセンシング技術等による被災施設の使用可否判断
• 支援船の要請等を踏まえた、効果的復旧
• 航路等危険防止のための周辺部も含めた一元的な啓開・復旧

(3)残されたリソースの最大限の活用
• 港湾被災情報・物流情報等の集約、支援船等との緊密な連携、広域的・一元的な利用
調整・仕組みの強化等、支援船等の優先使用、災害廃棄物処分の広域調整

2. 物流・産業・生活機能が集積し、面的に広がる港湾・臨海部の
強靱化（面的強靱化）

(1)災害等に対する脆弱性の評価（リスクの見える化）
高潮等による浸水リスクの把握と、施設の性能照査等を総合した脆弱性評価

(2)官民連携した防災・減災対策の実施
脆弱性評価に基づく、関係者間で整合が取れ、かつ連携した計画による対策の実施、
港湾・臨海部の特性を踏まえた水素・アンモニア等の利用環境の整備

(3)港湾・臨海部を護る事前対策
①海岸保全施設整備等の加速化
気候変動を踏まえ、防護ラインの強化・見直し等、整備を加速化

② 官民が連携した効果的・効率的整備
ESG投資やブルーカーボン等民間投資を誘導する環境整備、官民連携した防護
ラインの強化、現行技術基準への適合努力義務の導入等所要の措置

3. 実現のための枠組み
(1)気候変動適応等を関係者が協働して進めるための枠組み
(2)港湾防災情報のデジタル化・高度化（港湾防災DX（仮称））
(3)継続的な取組の強化

（高潮等浸水予報、ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技術、
被災・物流情報等）

（計画的な取組、作業船団の維持、新技術）

【災害等対応における課題】
• 気候変動による災害の規模と頻度の増加
• 津波や高潮等による災害リスクの増大
• 暴風・高潮等予報と事前対策の徹底
• 強い余震等による被災情報把握等の遅れ
• 多様な者による施設・海域の管理、一般海域の存在
• 緊急輸送・サプライチェーンが寸断
• 利用可能な港湾施設等残されたリソースの有効活用
• 広域的なコンテナ物流の代替等全体最適化
• 資機材や人員、作業船団等のリソースの不足
• 大規模地震後の被災地の浸水防護水準低下
• 被災地で膨大に発生する災害廃棄物
• 船舶事故、感染症等事態による影響

○今後、気候変動により、平均海面水位の上昇、猛烈
な台風の発生頻度の増加、高潮リスクの増大、極端
な高波の波高の増加等、さらなる影響が想定
○南海トラフ地震・首都直下地震等大規模地震の30年
以内発生確率が70%以上と切迫化

防波堤・防潮堤の
粘り強い化・嵩上げ

埠頭用地の
嵩上げ

一元的な啓開・復旧

耐震強化岸壁の整備

浸水想定や施設の性能照査
等による脆弱性評価

関係者間で整合・連携した計
画による対策の実施

ESG投資、ブルーカーボン等
民間投資を誘導する環境整備

現行技術基準への適合努力
義務の導入等所要の措置

港湾・臨海部の特性を踏ま
えた水素・アンモニア等の
利用環境の整備

防護ラインの
強化・見直し

気候変動等による外力強大化イメージ

災害等に強い海上交通ネットワークの構築

物流・産業・生活機能が集積し、面的に広がる港湾・臨海部の強靱化（面的強靱化）

全国的視点による広域的・一元
的なコンテナ物流等利用調整

広域的な大規模災害
後即応して、地域ブ
ロックを越えた緊急輸
送・応急復旧等行える
仕組みの強化

膨大な災害廃棄物の迅
速・円滑な処理・広域輸送

作業船等資機材
の効果的な運用・
配備態勢の強化

国と港湾管理者
の連携の内容の
柔軟な変更

南海トラフ地震

首都直下地震

日本海溝・
千島海溝周辺
海溝型地震

暴風・高潮等予報によ
る事前防災対策

リモートセンシング技術
等による情報収集等

港湾防災DX（仮称）に
よる情報共有・公開

支援船等の
優先使用

今後30年以内に地震が
発生する確率

（発生確率70%以上の地震を抽出）

大規模地震発生の切迫化

施設の被災・復旧や支
援・物流等の情報
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耐震強化岸壁等に関する施策の変遷

阪神・淡路大震災

東日本大震災

平成７年１月１７日

平成２３年３月１１日

直下型（港湾直下）

プレート境界型

日本海中部地震

昭和５８年５月２６日

プレート境界型

○岸壁の被災による外貿コンテナ等の
他港への振替輸送の発生

○陸路による緊急物資輸送等の途絶

○荷役機械が津波等により被災し、荷
役機械の不要なフェリー・RORO船
対応の岸壁が有効な役割を果たす

課題等

○岸壁の被災と岸壁背後の液状化
○海上輸送の途絶・迂回輸送

耐震強化岸壁等に関する施策

東京湾、伊勢湾、大阪湾沿岸地域や東海地震の発生が懸念されている静岡県において、
いわゆる「耐震バース」を整備

「港湾における大規模地震対策施設の整備構想」（S59.8）

「港湾施設の液状化防止対策の実施要綱」（S59.8）

○特定の地域※及びその周辺の港湾において大規模な地震に対する耐震性を備えた港湾施設（十分な荷
捌き地を持った係留施設、臨港道路等）を「大規模地震対策施設」と定義し、その整備を計画的に進める
○特定の地域※の港湾における水深7.5m以深の岸壁の液状化の可能性の点検と対策工事を実施
※大地震発生リスクの高い地域や社会的に重要な地域

「港湾における大規模地震対策施設整備の基本方針」（H8.12）

○「大規模地震対策施設」の整備について、以下を追加
・一定の幹線貨物輸送機能（国際海上コンテナ輸送、多目的外貿輸送、内貿複合一貫輸送）の確保
・背後地域が一定規模の人口を有する、地形的要因により海上輸送に依存せざるを得ない、離島航路の
維持が必要な港湾等において整備

・背後市街地の防災拠点整備状況や人口規模等により、一定規模以上の拠点が必要な港湾において
「防災拠点」を整備

「臨海部防災拠点マニュアル」（H9.3）

○防災拠点の機能、構成施設、管理・運用に関する基本的な考え方
・港湾から概ね10km圏内にある背後都市の人口等から防災拠点の必要性等を検討する

「幹線貨物輸送対応ターミナル、港湾計画における取扱等について」（H25.4）

○外内貿コンテナ、外内貿定期フェリー、外内貿定期ROROターミナル及びばら積み貨物の輸入拠点とな
る国際物流ターミナルを「大規模地震対策施設」のうちの「幹線貨物輸送対応ターミナル」と定義

「臨海部防災拠点マニュアル【改訂版】」（H28.3）

○防災拠点に関する基本的な考え方について見直し
・背後圏の人口規模等に基づく考え方から、当該地域の防災ニーズに応じて計画・整備を行う考え方へ
・適切な維持管理、港湾BCP等への位置付け、防災協定・防災訓練等の管理・運用部分の内容を拡充

都市再生プロジェクト（第一次決定）
（中央防災会議決定 平成１３年６月）

基幹的広域防災拠点を川崎港東扇島地区（H20）、堺泉北港堺２区（H24）に整備

○水上輸送等と連携した基幹的広域
防災拠点を東京湾臨海部に整備

○大阪圏においても検討する

耐震強化岸壁の水深は5.5mを基本

耐震強化岸壁の水深は10m
もしくは7.5mを基本

熊本地震

平成２８年４月１４日、１６日

直下型（内陸部）

○自衛隊・海保等の支援船舶と通常の
貨物船の輻輳により港湾の過度な
混雑が発生

「港湾法改正（第55条の3の3の追加）」（H29）

○港湾管理者からの要請に基づき、利用調整等の管理を国により実施できる規定が追加

令和６年能登半島地震

令和６年１月１日

直下型（半島部）

○半島地域において、陸路の寸断や
支援車両の輻輳が発生

○被災地域に耐震強化岸壁が少なく、
また被災が軽微な岸壁についても多
くが条件付きでの利用を強いられた

これまでの港湾における防災・減災施策を検証するとともに、地理的制約の厳しい離島・半
島等における海上ルートでの緊急物資輸送の重要性等にも鑑み、港湾におけるハード面・
ソフト面の防災・減災施策を改めて検討する



耐震強化施設の分類
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港湾の施設の技術上の基準・同解説（平成３０年） より整理

耐震強化施設

幹線貨物輸送対応緊急物資輸送対応

特定標準特定

地震後、構造的な安定が保たれ、
速やか（短期間の後）に、
船舶の利用及び幹線貨物の荷役
を行うことができる

地震後、構造的な安定が保たれ、
一定期間の後に、船舶の利用、
人の乗降及び緊急物資の荷役
を行うことができる

地震後、構造的な安定が保たれ、
速やかに、船舶の利用、
人の乗降及び緊急物資の荷役
を行うことができる

レベル２地震動の
作用後に必要と
される機能

本来の機能
地震後に必要な機能
（本来の機能は不要）

修復性修復性※）

技術的に可能で経済的に妥当な範囲
の修繕により施設を継続的に

使用できる性能

使用性※）

使用上の不都合を生じずに
施設等を使用できる性能

要求性能

軽微な修復
（施設に応じて設定）

ある程度の修復
（１週間程度）

軽微な修復
（地震発生後直ちに）

許容される修復の
程度（期間）

※）この要求性能は、地震後に必要な機能（緊急物資輸送）に対するものであり、
施設の本来の機能に対するものとは異なる。



計画された岸壁が
整備済みの港湾

整備済の岸壁数が計画
を充足していない港湾

計画はあるが、1岸壁も整備
されていない港湾

： 重要港湾以上

： 地方港湾

：

：

：

凡例

耐震強化岸壁の整備状況（緊急物資輸送）

地方港湾（807港）重要港湾以上（125港）全港湾（932港）

計画数計画数計画数

整備率内供用済整備率内供用済整備率内供用済

61%599678%8911470%148210港湾数

56%223980%81061%3049内離島

70%142090%91077%2330内半島

61%6510759%16227659%227383岸壁数

54%224175%91254%3153内離島

67%142171%101469%2435内半島

※離島：離島振興法、沖縄振興特措法、奄美群島振興開発特措法、小笠原諸島振興開発特措法
に定める離島（305島、うち港湾所在離島117島）

※半島：半島振興法に定める半島地域（23地域）

45※令和５年３月末時点

計画あり
港湾
91%

計画あり
港湾
12%



耐震強化岸壁の整備状況（幹線貨物輸送）

計画された岸壁が
整備済みの港湾

整備済の岸壁数が計画
を充足していない港湾

計画はあるが、1岸壁も整備
されていない港湾

： 重要港湾以上

： 地方港湾

：

：

：

凡例

※離島：離島振興法、沖縄振興特措法、奄美群島振興開発特措法、小笠原諸島振興開発特措法
に定める離島（305島、うち港湾所在離島117島）

※半島：半島振興法に定める半島地域（23地域）

46※令和５年３月末時点

地方港湾（807港）重要港湾以上（125港）全港湾（932港）

計画数計画数計画数

整備率内供用済整備率内供用済整備率内供用済

0%0152%265051%2651港湾数

－－025%1425%14内離島

－－00%010%01内半島

0%0136%5615735%56158岸壁数

－－025%1425%14内離島

－－00%010%01内半島

計画あり
港湾
40%

計画あり
港湾

0.001%



臨海部防災拠点マニュアル（平成２８年３月）の概要
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○ 阪神・淡路大震災を踏まえ、平成９年に臨海部防災拠点マニュアルを策定。臨海部の特性を踏まえた防災拠点の基本的な
考え方（必要施設や施設別規模等）を示すことで、その整備を推進してきた。

○ 平成２８年３月に、防災政策や港湾政策の変化に対応するとともに、東日本大震災等をはじめとした様々な災害からの教訓
を踏まえ、マニュアルを改訂。

○ 具体的には、離島など地域特有の事情に応じた防災ニーズを反映した計画となるよう、考え方の見直し等を行った。

第１章 総説

１．１ 目的

１．２ 防災拠点の定義

１．３ 大規模災害時における防災拠点のフェーズ別役割

第２章 防災拠点の計画・整備

２．１ 防災拠点の計画・整備の基本的な考え方

２．２ 防災拠点の構成施設

２．３ 防災拠点の構成施設の規模の考え方

（１）耐震強化岸壁

（２）オープンスペース

（３）臨港道路

（４）被災地からの退避のための待機施設

（５）緊急物資の保管・備蓄施設

（６）その他

２．４ 防災拠点の構成施設の配置の考え方

２．５ 防災拠点の整備

第３章 防災拠点の管理・運用

３．１ 平時からの取り組み

３．２ 平時の管理・運用

３．３ 大規模災害時の運用

３．４ 防災拠点の広域連携による運用

臨海部防災拠点マニュアルの目次

次ページ参照

防災拠点のフェーズ別利用イメージ

基幹的広域防災拠点を拠点とした連携事例（関東港湾BCP）

緊急物資輸送に対応した耐震強化岸壁と防災拠点



臨海部防災拠点マニュアル（平成２８年３月）の記載内容
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○水深10m、延長240mの確保を推奨

○荷さばき地は、船舶1隻が輸送する緊急物資量の荷さばきを行うために必要な面積の確保※1を推奨
※1フェリー/RORO船の場合は、約1haの用地確保と可能な範囲で荷さばき地の液状化対策の実施を推奨

○必要バース数は、1バースの取扱能力※2と海上から輸送する緊急物資量から算出
※2一般的な目安として、人力荷役（240t/日）、フェリー/RORO船（船型により1,500t～24,000t/日）等を紹介

○オープンスペースとして必要な面積は、地域のニーズに応じて必要なものの確保を推奨

・①部隊の被災地への進出、宿営等に必要な面積

・②臨時ヘリポート：離発着のため標準的に100m×100mの広さと駐機スポット（7～9スポットを目安）
・③港湾利用者等の避難地：半径2km程度の人数に対して1~2m2/人
・④緊急物資の一時保管・仕分け：防災倉庫等で行われるべきであり、①～③の面積の中での運用を基本

・①～④の他、復旧・復興のための資機材の仮置き場、仮設住宅の設置等

○可能な範囲でオープンスペースの液状化対策の実施を推奨

○臨港道路の耐震対策や液状化対策を推奨

・応急措置で対応が可能な場合は民間事業者との協定による事後対応もあり得る

○トレーラ等平時利用と異なる運用を想定する場合は、車両等が円滑に通行できる措置を推奨

○住民等が待機できる待合所、夜間退避に備えた照明施設・設備等の設置を推奨

○過度に集中した緊急物資等の保管、緊急物資の備蓄のために必要な施設の確保と耐震化を推奨

○必要規模は地域防災計画における緊急物資の備蓄計画を十分に踏まえ算定する

・新耐震基準への適合、屋根があること、非常用電源、避難所となる施設でないこと等を推奨

・要件に合致する場合、防災協定等を締結し民間倉庫等を活用することも一案

○揚陸艇の利用を想定した海浜・斜路等、会議や資料整理等のための執務スペース等、必要な規模・性能の確保を推奨

（１）耐震強化岸壁

（２）オープンスペース

（３）臨港道路

（４）被災地からの退避のための待機施設

（５）緊急物資の保管・備蓄施設

（６）その他

トレーラの切り回し軌跡図

シャーシヤード
約20,000m2

（緊急物資の降ろしのみの場合
はこの半分程度が目安となる）

フェリーレイアウト例

備蓄倉庫への止水板
設置事例（堺泉北港）

災害時のオープンスペースの利用例



基幹的広域防災拠点の概要
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首都圏における基幹的広域防災拠点

近畿圏における基幹的広域防災拠点

有明の丘地区（約13.2ha）
東京臨海広域防災公園
（国営公園・約6.7ha、都立公園・約6.5ha）

川崎港東扇島地区（約15.8ha）

堺泉北港堺２区地区（約27.9ha）

緊急物資輸送拠点

現地対策本部、司令塔機能

緊急物資輸送拠点

「都市再生プロジェクト（第一次決定）」（平成13年6月）

○水上輸送等と連携した基幹的広域防災拠点を東京湾臨海部に整備する
○大阪圏においても、基幹的広域防災拠点の適正配置を検討する

「首都圏広域防災拠点基本構想」（平成13年8月）

○現地対策本部、緊急物資輸送拠点等の機能が必要
○人口集中地区の「扇の要」に位置する東京湾臨海部
において、緊急に整備が必要

「東京湾臨海部における基幹的広域防災拠点に
関する整備基本方針」（平成13年12月）

○東京都臨海部・川崎市臨海部に、適切な機能分担を
行って整備
○人口集中地区の「扇の要」に位置する東京湾臨海部
において、緊急に整備が必要

「京阪神圏広域防災拠点整備基本構
想」（平成15年6月）

○現地対策本部、緊急物資輸送拠点等の
機能が必要
○臨海部又は陸上交通の要衝付近に配
置する

「東京湾臨海部基幹的広域防災拠点整備基本
計画」（平成16年1月決定、8月変更）

○有明の丘地区・東扇島地区に、速やかに整備を行う
・有明の丘地区は、現地対策本部、部隊のベース
キャンプ、災害時医療の支援基地等の機能
・東扇島地区は、緊急物資輸送拠点、部隊のベース
キャンプの機能

「京阪神都市圏広域防災拠点整備協
議会」（平成16年3月～）

○緊急物資輸送拠点等の機能について、
堺泉北港堺２区に早急に整備
○現地対策本部機能は、暫定的に大手前
合同庁舎付近（大阪市内）に確保

有明の丘地区・川崎港東扇島地区（平成20年）、堺泉北港堺２区（平成24年） 運用開始

現地対策本部（暫定措置）



基幹的広域防災拠点の機能

50
耐震強化岸壁、ヘリポート、臨港道路を活用し、救援物資の受け入れ、中継、搬送を
行うとともに、広域支援部隊の集結地、ベースキャンプとして機能。

●基幹的広域防災拠点の機能

（１）救援物資の中継・分配機能
被災地域外から被災地域内への救援物資の中継輸送、集積、荷さばき、
分配等を行う、各種交通基盤のネットワークと連携した救援物資の中継分
配機能。

（２）広域支援部隊の集結地・キャンプ機能
全国から集結する広域支援部隊や救護班、国内外からのNPO・ボラン
ティア等の活動要員の一次集結、野営、連絡等を行うことができるベース
キャンプ機能。

（３）応急復旧用資機材の備蓄機能
当該広域防災拠点の応急復旧用資機材等の備蓄機能。

（４）海上輸送支援機能
海上を利用した緊急物資や人員の搬入・搬出を行うことができる耐震
強化岸壁及び浮体式防災基地を活用した救援物資等の海上輸送支援
機能。

（５）災害医療支援機能
臨時ヘリポートを活用し、災害拠点病院などと連携した災害時医療の
補完・支援機能。

災害時にオープンス
ペースとして機能す
る広い港湾緑地を利
用し、市民の憩いの
場、防災啓発活動拠
点として利用。

域支援部隊の集結地・ベースキャンプとして機能。

物資輸送中継基地用地

広域支援部隊の
ベースキャンプ用地

広域支援部隊の集結地

ヘリポート用地

臨海防災センター

平常時

災害発生時

○発生が危惧されている南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模災害発生時に、「救援物資の中継基地・被災地支援隊
のベースキャンプ・ヘリコプターによる災害医療支援」など行う重要な機能を担うとともに、平常時は市民の憩いの広場とし
て利用されている。

基幹的広域防災拠点の備蓄物資の例

発電機・投光器バックホウ

エアテントフォークリフト



○「港湾BCP」とは、大規模災害等の危機的事象が発生した場合であっても、当該港湾の重要機能が最低限維持できるよう、事
案の発生後に行う具体的な対応と平時に行うマネジメント活動等を示した文書。

○平成27年3月、国土交通省港湾局が地震・津波等を念頭においたガイドラインを公表し、平成28年度末までに、各港協議会が
主体となり、国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾の125港全てで、港湾BCPを策定。

○その後、台風の事前対策や津波来襲時に船舶に起こり得るリスクの軽減、感染症への対応など、新たな要請に対して随時ガ
イドラインを改訂し、港湾BCPの充実化を推進中。

港
湾
B
C
P

基本方針

実施体制

分析・検討（影響度分析・リスク分析等）

対応計画

直前予防対応※１

初動対応

機能継続に関する対応

緊急輸送対応

事前対策の実施

教育・訓練の実施計画

見直し・改善の実施計画

マネジメント
計画

各マネジメント活動につ
いて作成。平時に実施
する活動内容を計画

緊急時の様々な具体
的対応を時系列に
沿って計画

台風等災害が予見され
る場合の被害軽減策等

港湾BCPの構成

別冊：感染症対策編※２

ガイドライン改訂履歴

平成27年3月
港湾BCP策定ガイドライン（初版）
 主として地震・津波の対応を想定

令和2年5月
港湾BCP策定ガイドライン（改訂版）
 高潮・高波・暴風対応を追加

令和3年3月
港湾BCP策定ガイドライン（改訂第2版）
 関係者に船舶関係者を追加
 津波来襲時の沖合退避の迅速化、
係留避泊の安全性向上等を追加

令和3年4月
港湾BCP策定ガイドライン（感染症編）
 港湾や入港船舶において感染症が発
生、拡大した場合の対応を追加

平成23年
東日本大震災

令和元年房総半島台風
令和元年東日本台風

令和元年～
新型コロナ感染症

令和元年8月
交通政策審議会答申

※１：改訂版（令和２年５月）で追加
※２：感染症対策編（令和３年４月）で追加

時間軸

事案発生

100%

港湾ＢＣＰなし
港湾ＢＣＰあり

事案発生後も港湾機
能を最低限継続

重要機能を中心
に早期機能復旧

（
港
湾
機
能
・
取
扱
い
能
力）

本復旧の着手、代替策
の実施 など

応急復旧、緊急
支援物資の受け
入れ など

備蓄品の充実、
教育・訓練 など

時間

約1週間 数週間～数ヶ月

事前対策 初動対応 事業継続対応

マネジメント
計画

対応計画

港湾BCPのイメージ

各港の港湾BCP協議会で策定
構成員：港湾管理者、地方整備局、海上保安部、CIQ官庁、

港湾運送事業者等

港湾ＢＣＰの概要
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複数県に渡る被害に備えた広域的な港湾BCPの策定

伊勢湾の広域連携体制

（事例）伊勢湾BCP広域港湾BCP策定状況

○大規模地震やそれに伴う津波により複数の県にまたがる広域災害が発生した際に、各港湾において単独で対応するこ
とが困難となることを想定し、17地方ブロックにおいて、複数の港湾が相互連携し、緊急物資輸送、港湾機能の復旧に
必要な資機材の広域調達や代替輸送等を行うため、広域的な港湾BCP等の策定を行っている。
○各地方ブロックで策定されている広域港湾BCPに基づく訓練の実施等を通して、関係者間の連携強化や対処能力の向
上を図る。
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○愛知県・三重県の重要港湾以上６港湾を対象とし、平成２８年２月

に前身となる「伊勢湾港湾機能継続計画」を策定。

○地震・津波等を想定し、緊急物資輸送ルートの確保や資機材の調達

等について、各港の港湾BCPとも相互に連携した対応計画や広域連携

体制について記載。

○また、定期的に訓練等を実施し、BCPの実効性向上・関係者の意識向

上を図るとともに、基本的に年１回伊勢湾BCP協議会を開催し、より

有効で実効性の高い計画への継続的改善（PDCA）を実施している。
※直近では令和５年７月に改訂



○豪雨による洪水や土砂災害等により陸路が寸断し孤立化した被災地において、緊急物資や救援部隊、被災者
等の海上輸送の事例が増えつつある。
○こうした状況を踏まえ、“みなと”の機能を最大限活用した災害対応のための物流・人流ネットワークを
「命のみなとネットワーク」と名付け、各地域で、防災訓練の実施などネットワーク形成に向けた取組を令和4年9
月から進めている。

「命のみなとネットワーク」の主な機能

“みなと”を活用した物資輸送や被災者輸送等の防災訓練を定期的に実施。

「命のみなとネットワーク」形成に向けた取組

R3年10月に浜名港で実施した、船舶を活用した緊急物資輸送・被災者輸送訓練

「命のみなとネットワーク」について

R3年4月に大磯港で実施した、船舶を活用した緊急物資輸送訓練
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①令和５年６月２２日、「線状降水帯」による大雨が降り続いた鹿児島県瀬戸内町（奄美大島）より支援要請を受け、鹿児島県港湾
漁港建設協会との災害協定に基づき、港湾工事作業船を活用し、作業車輌等の海上輸送を行った。

②令和５年９月６日、豪雨災害等の大規模災害発生時の海からの支援体制を強化するため、駿河湾フェリー、堂ヶ島マリン旅客
船による緊急物資輸送訓練、被災者移送訓練および給水支援訓練を静岡県、松崎町及び関係機関と合同で実施。

作業船における輸送状況

しのかわこう

篠川港
けてんぎょこう

花天漁港

船舶（作業船）
による輸送支援

宇検村・瀬戸内町地図

やどん

屋鈍
あむろ

阿室 へだ

平田

さねん

佐念
ながら

名柄

ぶれん

部連

：通行止め

：孤立地域

奄美大島

時系列
19：00 篠川港で作業車輌等の積込み開始
20：30 花天漁港に向け篠川港を出港
22：05 花天漁港に入港、作業車輌等の積下ろし開始
22：47 作業完了

「命のみなとネットワーク」の事例（①奄美地方の災害支援、②駿河湾フェリーによる訓練）

①奄美地方の災害支援

篠川港における車両の積込状況

②駿河湾フェリーによる訓練

訓練内容
①駿河湾フェリーを活用した清水港・松崎港における入出港・乗降訓練
②旅客船を活用した、堂ヶ島から松崎港への被災者移送訓練
③清水港から松崎港へ駿河湾フェリーによる緊急物資の輸送・荷下ろし訓練
④松崎港における駿河湾フェリーからの給水支援訓練

まつざきこう

松崎港

しみずこう

清水港

避難者のフェリ―移送訓練
（堂ヶ島→松崎港）

支援物資受け渡し訓練
（清水港→松崎港）

駿河湾地図

どうがしま（にしなぎょこう）

堂ヶ島（仁科漁港）
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フェリーからの給水訓練（松崎港）



リモートセンシング技術を活用した被災状況把握の高度化の取組状況

緊急確保航路

耐震強化岸壁

港湾区域

第1線防波堤

港湾事務所

【“液状化発生エリア”の被災状況把握】
大規模地震発生時に液状化が発生した
場合、迅速な現地調査に着手出来ない
恐れ

【水域の面的な被災状況把握】
みなとカメラ等で港全体の状況
を確認するのは困難

【孤立エリアの被災状況把握】
孤立エリアの被災状況把握が
遅れる恐れ

【“警報等発令”現地調査開始の遅れ】
事務所職員が被災現場に近づくこと
が出来ず、現地調査の開始が遅れる
恐れ

【沖合の防波堤等の被災状況把握】
発災後、船舶等による速やかな被災
状況把握が困難である場合、迅速な
現地調査に着手出来ない恐れ

○地震・風水害等の大規模災害発生時、港湾では津波・高潮警報等の発令や臨港道路の寸断等により、踏査や
目視による施設利用可否の現地調査に迅速に着手できない恐れがある。

○リモートセンシング技術を活用することにより、港湾施設等の被災状況を迅速かつ効率的に把握する体制を令
和5年度末までに構築。これにより、港湾機能の早期復旧を可能とし、社会経済活動への影響を最小化する。

ドローン

福島県沖を震源とする地震（R4.4）
ドローンによる被災状況調査（相馬港）

衛星

沈下発生地点

胆振東部地震(H30.9)
衛星画像の解析による沈下状況調査（苫小牧港） 55



○港湾の計画から維持管理までのインフラ情報を連携させることにより、国及び港湾管理者による適切なアセットマネジメ
ントを実現。(適切な維持管理の実施、更新投資の計画策定)

○港湾施設の情報を一元的に管理することにより、同一情報の入力を省力化し情報の一覧性や更新性を高めるとともに、
遠隔での技術支援などにより、災害時の迅速な復旧にも寄与。

○また、蓄積されたデータを利用することにより、政策の企画立案や民間の技術開発の促進に寄与。

ｻｲﾊﾞｰﾎﾟｰﾄ（港湾物流分野） ｻｲﾊﾞｰﾎﾟｰﾄ（港湾管理分野）地形情報 地質情報 気象情報 海象情報

港湾法3条の3

港湾計画

電子化

実地監査結果
（国有財産）

港湾法施行令17条の9

維持管理
データベース港湾台帳

港湾法49条の2
港湾法施行規則14条

電子化

・ BIM/CIMの活用推進
・ ICT施工の拡大
・ 監督・検査でのICT活用

・業務帳票管理システム
・工事帳票管理システム

事業PF（直轄事業）

BIM/CIM
クラウド

土質
DB

i-Constructionの推進(別途検討)

管理台帳
（国有財産）電子化

港湾法施行令17条の7

港湾インフラに関する
既存のデータベース（書面含む）

・被災情報収集
機能など

災害情報

（防災情報
システム）

サイバーポート（港湾インフラ分野）

整備（施設構造）

調査・測量 設計 施工施設規模・諸元
施設配置
港湾計画図

等

計画

取扱貨物量
乗降客数
利用隻数

等

利用

維持管理計画
点検診断情報
実地監査結果

等

維持管理
港湾法56条の2の2

施工
CIM

設計
データ

土質
データ

港湾情報
名称 港格 港湾区域 等

施設情報
名称 種類 位置 規模
構造 断面図 等

基本情報

等

サイバーポート（港湾インフラ分野）の概要
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目的：災害対策本部における迅速かつ正確な現状把握や的確かつ早期の意思決定支援。

→観測機器や既存の防災関連システム等の情報を、災害対策本部や関係者の手元に集約・共有・可視化

→想定する災害は地震、津波、台風、風水害、海上事故

機能：①被害情報等の一元管理（サイバーポートと同一クラウド環境）

②意思決定を支援する情報の閲覧・通知

③関係機関等との情報共有

ドローン

スマホ現場登録

災害現場

簡単
登録
操作

各地方整備局職員等

点検結果、動画・写真

防災情報
システム

災害協力団体
港湾管理者、港湾組合

被害情報等の
一元管理

施設情報等 被害情報等

サイバーポート

各種様式の作成
地図・画像等の表示 関係機関等との

情報共有

次期総合防災情報システム

概要

イメージ

DiMAPS

防災情報システムの概要

MICS

地震動情報
即時伝達システム

公開HP

ナウファス、COMEINS

海洋短波レーダー

AIS船舶情報

流況・波高

波浪・潮位

地震情報

地震動情報

海上事故

現状把握 みなとカメラ
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施設の点検・被災状況の表示イメージ

凡例

点検中

利用不可

利用可能



３．検討の進め方（案）
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防災部会のスケジュール（案）

第１回 交通政策審議会港湾分科会防災部会

令和６年３月２９日

第２回 交通政策審議会港湾分科会防災部会

・令和６年能登半島地震に対する港湾の対応

・港湾におけるこれまでの防災・減災施策

第３回 交通政策審議会港湾分科会防災部会

令和６年６月頃（想定）

59

令和６年５月頃（想定）

○とりまとめ（素案）

○とりまとめ（案）

「令和６年能登半島地震を踏まえた港湾の防災・減災対策のあり方」とりまとめ



防災部会の論点（案）

60

○災害時等における海上交通ネットワーク確保のための事前対策

⇒ 災害に強い海上交通ネットワークの構築のため、必要な港湾の施設のあり方や、広域的な配置

のあり方等について検討が必要。

（岸壁・背後ヤード等の各施設の事前防災のあり方、受援側・支援側の各港湾のあり方 等）

○被災後の早期啓開・早期復旧

⇒ 施設の迅速な利用可否判断に資する方策について検討が必要。

⇒ 被災施設の早期復旧に資する方策について検討が必要。

○残されたリソースの最大限の活用

⇒ 港湾法第５５条の３の３に基づく国による利用調整の検証と、更なる円滑化に向けた方策につい

て検討が必要。

⇒ 施設の被災・復旧状況等の情報共有のあり方について検討が必要。

※項目名は、令和５年７月の答申を参照。


